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1 策定経過

年月 日 会議名等 審議内容

平成 28 (20 16) 年

9 月 26 日 ～ ア ンケー ト 調査 障がい者調査、 市民調査

10 月 14 日

( 1 ) 久喜市障がい者計画 ・ 障がい福祉計画について

平成 29 (20 1 7) 年 第 1 回久喜市障が い
(2) 久喜市障がい者計画 ・ 障がい福祉計画策定スケジ

ュールについて
5 月 12 日 者計画策定庁内会議

(3) 手話に関する施策を推進するための推進方針に

ついて

平成 29 (20 1 7) 年

5 月 15 日 ～ 団体ヒ ア リ ング調査 6 日 間に計 16 団体を対象に実施

5 月 26 日

( 1 ) 第 2次久喜市障がい者計画 ・ 第 5期久喜市障がい福

祉計画 ・ 第 1 期久喜市障がい児福祉計画策定のため

の団体ヒ ア リ ングの実施結果について

平成 29 (20 1 7) 年 第 1 回久喜市障が い
(2) 第 2次久喜市障がい者計画 ・ 第 5期久喜市障がい福

祉計画 ・ 第 1 期久喜市障がい児福祉計画の骨子案に
7 月 14 日 者施策推進協議会

ついて

(3) 第 4 期久喜市障がい福祉計画の進捗状況について

(4) 手話に関する施策を推進するための方針の策定に

ついて

( 1 ) 第 2 次久喜市障がい者計画 ・ 第 5 期久喜市障がい

福祉計画 ・ 第 1 期久喜市障がい児福祉計画の策定

について

(2) 第 2次久喜市障がい者計画 ・ 第 5期久喜市障がい福

平成 29 (20 1 7) 年
第 1 回久喜市障が い 祉計画 ・ 第 1 期久喜市障がい児福祉計画の策定スケ

者計画策定庁内会議 ジュールについて
7 月 28 日

検討部会 (3) 久喜市障がい者計両に掲載された施策の実施状況

及び第 2次久喜市障がい者計両施策体系 （案） につ

いて

(4) 手話に関する施策を推進するための推進方針につ

いて

平成 29 (20 1 7) 年 第 2 回久喜市障がい (1 ) 第 4 期久喜市障がい福祉計画の進捗状況について

8 月 18 日 者施策推進協議会 (2) 第 2次久喜市障がい者計画 （素案） について
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年月 日 会議名等 審議内容

(1 ) 第 2 次久喜市障がい者計画 ・ 第 5 期久喜市障がい

福祉計画 ・ 第 1 期久喜市障がい児福祉計画の素案

第 2 回久喜市障が い
について

平成 29 (20 1 7) 年 (2) 計画策定に係る今後のスケジュールについて
者計画策定庁内会議

9 月 29 日 (3) 第 2次久喜市障がい者計画 ・ 第 5 期久喜市障がい福
検討部会

祉計画 ・ 第 1 期久喜市障がい児福祉計画 （案） に対

する意見募集の実施について

(4) 久喜市手話言語懇談会からの提案について

平成 29 (20 1 7) 年 第 2 回久喜市障が い
同上

10 月 1 1 日 者計画策定庁内会議

(1 ) 第 2 次久喜市障がい者計画 ・ 第 5 期久喜市障がい

福祉計画 ・ 第 1 期久喜市障がい児福祉計画の素案

平成 29 (20 1 7) 年 第 3 回久喜市障が い
について

(2) 第 2次久喜市障がい者計両 ・ 第 5期久喜市障がい福
10 月 19 日 者施策推進協議会

祉計画 ・ 第 1 期久喜市障がい児福祉計画 （案） に対

する意見募集の実施について

(3) 久喜市手話言語懇談会からの提案について

平成 29 (20 1 7) 年 市民意見提出制度 に

1 1 月 28 日 ～ よ る意見募集 （パブ リ 意見書提出 ： 2 人 ( 12 件）

12 月 27 日 ッ ク ・ コ メ ン ト ）

( 1 ) 第 2次久喜市障がい者計両 • 第 5期久喜市障がい福

平成 30 (20 18) 年 第 3 回久喜市障が い 祉計画 ・ 第 1 期久喜市障がい児福祉計画 （案） に対

1 月 15 日 者計画策定庁内会議 する意見募集の実施結果について

(2) 久喜市手話言語懇談会からの提案について

(1 ) 第 2次久喜市障がい者計画 ・ 第 5期久喜市障がい幅

祉計画 ・ 第 1 期久喜市障がい児福祉計画 （案） に対

する意見募集の実施結呆について

平成 30 (20 18) 年 第 4 回久喜市障が い (2) 第 2 次久喜市障がい者計両 ・ 第 5 期久喜市障がい

1 月 23 日 者施策推進協議会 福祉計両 ・ 第 1 期久喜市障がい児福祉計画 （案）

について

(3) 久喜市手話に関する施策を推進するための方針

の策定について
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2 策定体制

( 1 ) 久喜市障がい者施策推進協議会

①久喜市障がい者施策推進協議会条例

（設置）

平成22年3月23 日

条例第13 5号

改正 平成24 年10月1 日条例第34号

第1条 本市における障がい者に関する施策の推進を図るため、 障害者基本法 （昭和45 

年法律 第84 号） 第36 条第4項の規定に基づき、 久喜市障がい者施策推進協議会 （以

下「協議会」という。 ） を置く。

（組織）

第2条 協議会は、 委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 公募による市民

(2) 障がい者の福祉の向上を H 的とする団体に属する者

(3) 障がい者の福祉に関する事業に従事する者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 学識経験を有する者

3 委員の任期は、 2年とする。 ただし、 委員が欠 けた場合における補欠委員の任期は、

前任者の残任期間とする。

4 委員は、 再任されることができる。

（会長及び副会長）

第3条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、 委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、 会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、 会長を補佐し、 会長に事故があるとき、 又は会長が欠 けたときは、 その職

務を代理する。

（会議）

第4条 協議会の会議は、 会長が招集し、 その議長となる。 ただし、 第1回目の会議は、

市長が招 集する。

2 協議会の会議は、 委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の会議の議事は、 出席委員の過半数で決し、 可否同数のときは、 議長の決する

ところによる。

（庶務）

第5条 協議会の庶務は、 福祉部障がい者福祉課において処理する。

1 40 



（委任）

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会

に諮って定める。

附 則

この条例は、平成22年3月23 日から施行する。

附 則（平成24年10月1 日条例第34号）

この条例は、公布の日から施行する。
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②委員名簿

区 分 番号
1 号委員 1 （公募）

2 

3 

4 

5 

6 

2 号委員
7 

（障が い者団体）

8 

， 

1 0  

1 1  

3 号委員 1 2  
（福祉事業者）

1 3 

14 

1 5  

1 6  

4 号委員 1 7  
（ 関係行政機 関）

18  

19  

5 号委員 20 
（学識経験者）

氏名 （敬称略）

羹誡 富

こ小ばや林し 芽め 美み

神
じん ひ博ろた孝

か

鈴すず木き 美み 穂ほ

せ

関
き根ね 久

ひ さ夫お

奈な 良ら 千ち 鶴づ

あ赤
かい

池け 勝
かつ夫お

〇 押お し田だ け
憲
んい一ちろ郎う

桜
さ く 井らい 直な お美み

な

中
かじ

城ょ う 悪え 里り

こ小ばや林し 聖せ い司じ

や山ま路じ ひ

久
さひ

彦こ

ま

松
つ

本
も と ま

雅
さ

年と
し

と べ さ

姫
き

戸部 早
の ぐ ち ふ 美み 恵

え

野 口 扶
み

宮
やは原

ら 静し ず枝え

す

末
えよ吉

し ゆ幸
きひ

人と

久
く 保ぼ 田た ひ博ろ し

守も り屋や 晃あ き子こ

◎ 櫻
さ く 井らい 邦

く に夫お

◎会長 0 副会長
所属 ・ 役職

公募 に よ る 市民

久喜市久喜身体障害者福祉会 会長

久喜市菖蒲町身体障害者福祉会 会長

久喜市栗橋手 を つ な ぐ育成会 会長

わ か ち あ い る 一む 共 同 世話人

久喜市聴覚 障害者協会 事業部長

社会福祉法人 み ぬ ま 福祉会
埼総北障害者生活支援セ ン タ ー き ら ら 責任者

社会福祉法人 啓和会 久喜市 ゆ う あ い 施設長

医療法人 大壮会
埼葛北障害者生活支援セ ンターベルベール 相談支援専門員
社会福祉法人 久喜市社会福祉協議会
地域福祉課課長補佐兼在宅支援係長

特定非営利活動法人 あ ん ご工房 代表理事

埼玉県立久喜特別支援学校 校長

埼玉県立騎西特別支援学校 教頭

春 日 部公共職業安定所 外国人労働者専門 官

高崎健康福祉大学講師

1 42 



( 2 ) 久喜市障がい者計画策定庁内会議

①久喜市障がい者計画策定庁内会議設置規程

平成23年4月21 S 

訓令第14号

改正 平成24 年3月9 日訓令第18号

（設置）

第1条 障害者基本法（昭和45年法律 第84号） 第11条第3項の規定に基づき策定する

久喜市障がい者計両 （次条及び 第5条において 「計画」という。 ） に関する事項を調査及

び検討するため、久喜市障がい者計両策定庁内会議（以下 「庁内会議」という。 ）を置く。

（所掌事務）

第2条 庁内会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画の策定に係る調査及び研究に関すること。

(2) その他障がい者施策に必要な事項に関すること。

（組織）

第3条 庁内会議は、 議長、 副 議長及び委員をもって組織する。

2 議長は、 福祉部長の職にある者を、 副 議長は、 福祉部障がい者福祉課課長 （以下「障

がい者福祉課長」という。 ） の職にある者を、委員は、別表に掲げる職にある者をもって

充てる。

（議長、 副 議長及び委員）

第4条 議長は、 会務を総理し、 庁内会議を代表する。

2 副 議長は、 議長を補佐し、 議長に事故があるとき又は議長が欠 けたときは、 その職務

を代理する。

3 委員は、 自らが庁内会議に出席することができないときは、 当該委員が属する部に所

属する職員で、 当該庁内会議の審 議事項について実質的に判 断をすることができる職員

を自己に代えて当該庁内会議に出席させることができる。

（会議）

第5条 庁内会議は、 議長が招集し、 主宰する。

2 議長は、 計画の策定に関し、 必要と認 めるときは、 委員以外の関係者を出席させ、 そ

の者から意見を聴くことができる。

（検討部会）

第6 条 第2条各号に掲げる事項について、必要な調査、研究及び課題の整理をするため、

庁内会議に検討部会を置くことができる。

2 検討部会は、 障がい者福祉課長が招集し、 その議長となる。

（庶務）

第7条 庁内会議の庶務は、 福祉部障がい者福祉課において処理する。

資
料
編

1 43 



（その他）

第8条 この訓令に定めるもののほか、庁内会議の運営について必要な事項は、 議長が定

める。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則（平成24年3月9 日訓令第18号）

この訓令は、公布の日から施行する。

ただし、別表の改正規定は、平成24年4月1 日から施行する。

別表（第3条関係）

総務部 人事課長

企画政策課長

人権推進課長

市民部 生活安全課長

消防防災課長

福祉部 社会福祉課長

介護福祉課長

子育て支援課長

保育課長

健康増進部 健康医療課長

中央保健センター所長

建設部 都市整備課長

教育部 学務課長

指導課長

生涯学習課長
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3 用 語解説集

用語 内容

あ 医療的ケア たんの吸引や鼻などから管を通して栄養剤を流

行 し込む経管栄養など、 在宅で家族等が 日常的に

行っている医療的介助行為 のことで、 医師が行

う 「医療行為 」 と区別してこのように呼ばれて

いる。

インク ルーシブ教育 障がいのある人と障がいのない人がともに学ぶ

仕組みのこと。 障がいのある者が一般的な教育

制度から排除されないこと、 自己 の生活する地

域において初等中等教育の機会が与えられるこ

と、 個人に必要な合理的配慮が提供されること

等が必要とされている。

エ スコートゾーン 「視覚 障害者用道路横断帯」と呼ばれ、 視覚障

がい者に横断方向を誘導するための横断歩道中

央に設けられる突起帯のこと。

N P O  Non-Profi t  Organi zat ion の略語。 営 利を目的

としないで、 福祉の増進や文化・芸術振興、 環

境保全など様 々 な課題に、 市民が自主的、 自発

的なボ ラ ンテ ィ ア活動や社会貢献活動を行う団

体のこと。

遠隔手話通訳サー ビス 手話を必要とする人 （聴覚障がい者） と市職員

との間で、 手話による コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ンを行

う時、 タブ レ ット型端末のテ レ ビ電話機能を通

じて、手話通訳者と画面越しに手話通訳を行い、

コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ンをとる仕組みのこと。

か 基幹相談支援センタ ー 地域における相談支援の中核的な役割 を果たす

行 機関として、 障がい者の相談支援に関する業務

を総合的に行うことを目的とする施設。 市町村

または当 該業務の実施の委託を受けた者が設置

できる。
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用語

か 1 高次脳機能障がい

行

合理的配慮

雇用率 （障がい者雇用率）

さ 1 災害時要援護者

行

埼玉県福祉のまちづくり条例

内容

病気や交通事故などさまざまな原因で脳に損傷

を受けたために、 記憶や言語、 行動等に生じる

障がいのこと。 新しいことが覚えられない、 注

意力や集中力の低下、 感情や行動の抑制がきか

なくなるなどの精神・心 理的症状が出現 し、 周

囲の状況に合った適切な行動ができなくなり生

活に支障をきたすことがある。

障がいのある人が直面するさまざまな社会的障

壁を取り除くための個別の調 整や変更のこと。

障がいのある人から必要としている旨 の意思の

表明があり、実施に伴う負担が過重でないとき、

その提供は行政機関等の法的義務、 事業者の努

力義務とされている。

常用雇用者数に 占 める障がい者の割 合のこと。

障がい者が地域の一員として普通に生活できる

共生社会の実現に向けて、 全ての事業者には法

定雇用率 以上の割 合で障がい者を雇用する義務

がある。 法定雇用率は、 平成30 (2018) 

年4月から民間企業で2. 2%、 国、 地方公共

団体等で2. 5%、 都道府県等の教育委員会で

は2. 4%になる。

災害時に自力で避難することが困 難 な障がい者

や高齢者、 妊産婦、 幼 児及 び 日本語が堪能でな

い外国人のこと。

高齢者や障がい者をはじめ、 全ての県民が安全

で快適に生活できる社会環境を目指して、 平成

7 (19 9 5)年に制定された条例。 この条例

では、 高齢者、 障がい者等が円滑に利用できる

生活関連施設の整備の促進等を図るため、 県等
じゅんしゅ

の責務、整備基準の遵 守義務などを定めるとと

もに、 生活関連施設の整備にあたっての届 出な

どの手続きを定めている。
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用語 内容

さ 支援籍学級 ノ ーマ ラ イゼーシ ョ ンの理念に基づく教育を推

行 進する観点から、 障がいのある児童生徒と障が

いのない児童生徒が一緒に学ぶ機会の拡大を図

るとともに、 障がいのある児童生徒に対するよ

り適切な教育的支援を行うため、 「個別の教育支

援計両」及び 「個別の指導計画」に基づき、必要な

支援を在籍する学校または学級 以外で行うため

の仕組みのこと。 ①小 ・中学校の通常の学級で

支援を受ける場合、 ②小 ・中学校の特別支援学

級で支援を受ける場合、 ③特別支援学校で支援

を受ける場合の3 つの形態がある。

自主防災 組織 自治会などの地域住民によって構成される地域

住民組織のこと。 災害が発 生した時には、 初期

消火や避難誘導などの活動を自主的に行うとと

もに、 避難所運営の主体となる。

重度心身障がい 障がいの種別に関わらず2 つ以上の障がいのあ

る 「重複障がい」とは異なり、 重度の肢体不自由

と重度の知的障がいが重複する場合を指す。

手話 耳が聞 こえない人や聞 こえづらい人が物事を考

え会話をするときに、 手指や体の動き、 顔の表
-ゞーヤ し ‘

情を使って視覚的に表現する独自の語彙と文法

体系を持つ言語のこと。

手話言語条例 手話が言語であるとの認識に基づき、 手話を必

要とする人もしない人も全ての市民が手話への

理解を深 め、 共に支え合う地域社会を実現する

ことを目指す条例。 久喜市では、 平成29 (2 

0 1 7)年3月に 「久喜市手話言語条例」 を制定

した。

手話通訳者 久喜市では、 手話通訳士の資格を有する方、 手

話通訳者全国統一試験に合格している方、 久喜

市手話通訳者養成講習会の修了者を対象に登録

手話通訳者選考試験を実施し、 合格者を久喜市

手話通訳者として登録している。
資
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用語 内容

さ 障害支援区分 障がいの多様な特性その他の心身の状態に応じ

行 て必要とされる標準的な支援の度合を総合的に

示すもので、障がい者等に対する介護給付の必

要度を表す6段階の区分のこと。 生活や障がい

の状況についての80項Hにわたる面接調査を

市町村職員または相談支援事業者が行い、その

結果に基づいてコンピュータによる一次判定、

市町村審査会による二次判定を行って決定され

る。

障がい者就業・生活支援センター 雇用、保険、 福祉、教育等の関係機関と連携し

ながら、障がい者の就業及びそれに伴う生活に

関する指導・助言、職業準備訓錬のあっせんな

ど、障がい者の職業生活における自立を図るた

めに必要な支援をする施設のこと。

障がい者就労支援センター 障がい者の一般就労の機会の拡大を図るととも

に、障がい者が安心して働き続けられるよう、

身近な地域において就労面と生活面の支援を一

体的に提供し、障がい者の自立と社会参加の一

層の促進を図るよう支援する施設のこと。

ジ ョブコーチ （職場適応援助者） 就職または職場への定着に際して課題がある障

がい者に対して、事業所ヘ一定期間ジ ョブコー

チ （職場適応援助者）を派遣して、引き続き職

場で安定して働くことができるよう、障がい者

本人だけでなく家族や事業主、同僚に対して支

援を行う人のこと。

自立支援協議会 地域生活支援事業の一つで、相談支援事業をは

じめとする地域の障がい者福祉に関するシステ

ムづくりの中核的な役割を果たす協議の場のこ

と。 久喜市では、埼葛北地区4市2町（久喜市、

蓮田市、幸手市、 白 岡市、宮代町、杉戸町） 共

同で設置していたが、平成30 (2018)年

4月から久喜市単独の協議会を設置する予定。

スクールソーシャルワーカー 教育と福祉の両面に関して、専門的な知識・技

術を有し、学校と家庭と福祉関係機関との連携

を図るために配置される職員のこと。
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用語 内容

さ 成年後見制度 知的障がい、精神障がい、認知症などのために

行 判断能力が十分ではない人の権利を守り、支援

するための制度のこと。 本人が契約を結ぶ場合

などに本人に代わってそれらの行為を行うなど

の後見的役割 を務める成年後見人を家庭裁判所

が選任することによって、本人の判断能力を補

うなどの支援を行う。

ソーシャルインクルージ ョ ン 人と人との新しいつながりを求めて、障がいの

ある人もない人も全ての人が社会の構成員とし

て互いに包み支え合う社会をつくるという考え

方のこと。

ソーシャルワーカー 日常生活や社会生活にさまざまな困難を抱える

人のために、間題解決のための援助を提供する

専門職のこと。

た 地域包括ケアシステム 介護や支援が必要であったり、疾患を抱えてい

行 ても、 住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続

けることができるよう、住まい ・ 医療 ・ 介護 ·

生活支援等を一体的に提供する仕組みのこと。

地域生活支援拠点 障がい者の重度化 ・ 高齢化や「親亡き後」を見

据え、居住支援のための機能（相談、体験の機

会 ・ 場、緊急時の受け入れ ・ 対応、専門性、地

域の体制づくり）を、地域の実情に応じた創意

工夫により整備し、障がい者の生活を地域全体

で支えるための施設。 さまざまな機能を集約し

て整備する「多機能拠点整備型」（グループホー

ム併設型、単独型）と地域において機能を分担

して担う「面的整備型」などがある。

地域生活支援事業 市町村の創意工夫によって利用者の状況に応じ

て柔軟に実施される事業のこと。 相談支援事業、

意思疎通支援事業、 日常生活用具給付等事業な

どの必須事業と、 社会参加支援など地域の実情

に合わせて実施する任意事業がある。
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用語 内容

た 点字 紙面等に突起した点を一定の方式で組み合わせ

行 て表した、 視覚障がい者用の記号文字のこと。

縦3 点、 横2 点 の6 点の各点の組み合わせによ

ってできる63種類を基本に点字組織を形成す

る。 点字に対して、 印刷された文字や手書きの

文字は
す

畢
み

字
じ

と言い、 墨字で書かれたものを点字

に翻訳することを点訳という。

特別支援教育 障がいのある幼児・児童 • 生徒の自立や社会参加

に向けた主体的な取 組を支援するという視 点に

立ち、幼児・児童 • 生徒一人ひとりの教育的ニー

ズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上

の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び

必要な支援を行うもの。 特別支援学校だけでな

く、幼稚園、小学校、 中学校、 高等学校等の通常

の学級に在籍する発達障がいの子どもも含 め、障

がいにより特別な支援を必要とする子どもが在

籍する全ての学校において実施される。

な 難病 発病の機構が明らかでなく、 治療方法が確 立し

行 ていない希少な疾病であって、 当該疾病にかか

ることにより長期にわたり療養を必要とするこ

ととなるもののこと。 33 0の疾病が指定難病

に指定され、医療費助成等の対象となっている。

ノ ーマ ラ イゼーシ ョ ン 障がい者を特別視するのではなく、 一般社会で

普通の生活を送れるような条件を整え、 共に生

きる社会こそがノ ーマルであるという考え方。

ノ ンステ ップバス 車両の一部分あるいは全体について、 床の高さ

を下げ、 床面までのステ ップをなくしたバス。

歩道をかさ上げすることにより、 ほぼ平面移動

でバスに乗降可能となる。

は 発達障がい 自閉症、 アスペルガー症候群その他の広汎性発

行 達障がい、 学習 障がい ( L D)、 注意欠陥 ・多動

性障がい(AD H D)、その他これに類する脳機

能の障がいであってその症状が通常低年齢にお

いて発 生する障がいのこと。 平成22 (201 

0)年の障害者自立支援法改正により障がい者

の範囲に含まれることが明文化された。
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用語 内容

は バリアフリー 障壁となるものを取り除き、生活しやすくする

行 ことを意味する用語。 建築内の段差など、物理

的な障壁の除去と言う意味合いから、最近では

より広い意味で用いられてきている。

ピア ・ カ ウンセリング ピア (Peer)とは社会的、法的に同等 ・ 対等な

人、仲間、同僚などの意味。 ピア ・ カ ウンセリ

ングとは、障がいのある人など課題や間題を抱

える当事者自身がカ ウンセラーとなり、同じ障

がいのある人など同じ立場や状況にある人に対

して相談援助活動をすること。

ピア ・ サポート 同じ課題や間題、不安があり、同じような立場

にある人が互いに支え合う活動のこと。

福祉オンブズパー ソン サービス利用者の権利を守り、より良いサー ビ

スの提供を目指すために、利用者等からの苦情

申し立てを受け、調査により必要と判断したと

きは、市または事業者に対し、意見表明や是正

勧告 ・ 制度の改善について提言する専門家のこ

と。 久喜市では、健康 • 福祉関係の専門家 （学

識経験者）と法律の専門家 （弁護士）に委嘱し

ている。

フレン ドシップ学級 就労している知的障がい者の余暇活動を支援す

るとともに、 相互の交流を深め、自主的な社会

参加を図るため、市が実施している事業のこと。

ほじょ 犬 身体障害者補助犬法に基づき、障がい者の生活

を補助するため特別に訓練された犬のこと。 視

覚障がい者の外出を支援する 「盲導犬」、肢体不

自由者の生活動作をサポートする「介助犬」、聴

覚障がい者に音を知らせる「聴導犬」がいる。

ボランテ ィ アセンター ボランテ ィ ア活動の地域における拠点として、

①ボランテ ィ ア活動の相談、登録、あっせん、

②ボランテ ィ ア活動に関する調杏研究、情報提

供、啓発、③ボランテ ィ アの研修、機材の貸与

などを行い、総合的にボランテ ィ ア活動を促進

する機関のこと。 久喜市では、久喜市社会福祉

協議会内に設置されている。
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用語 内容

や ユニバーサルデザイン 障がいのある人をはじめ、誰にでも使いやすい

行 ように製品や生活環境をデザインする考え方の

こと。 ハンディ のある人にとって便利なものは、

万人にとっても便利なものになり得るという考

え方を前提として、普遍性を強調した概念のこ

と。

要約筆記 聴覚障がい者のためのコ ミ ュ ニケーシ ョ ン手段

の一つであり、話し手の発言内容を要約して筆

記することで聴覚障がい者に伝えるもの。 紙に

手書きで要約した内容を記載するノ ートテイク

や、パ ソ コンで要約文を入力してビデオプロ ジ

ェク ターで投影する方法などがある。

ら ライフステージ 出生から、学校卒業、就職、結婚、出産、子育

行 て、定年退職などの人生の節目によって変わる

生活（ライフサイクル）に着目した区分のこと。

リハビリテーシ ョン 能力低下やその状態の改善を図ることで、障が

い者の社会的統合を実現するあらゆる手段のこ

と。 障がい者が環境に適応するための訓練を行

うことだけでなく、障がい者の社会的統合を促

すために環境や社会に手を加えることも含んで

いる。

わ ワンストップ 1箇所で用事などを済ますことができること。

行 特に行政の窓 口などを一元化して、さまざまな

相談や手続等を1箇所で受け付けられるように

すること。
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本書に掲載した作品の紹介
ペー ジ 作品 氏名 利用施設 ・ 事業所

表紙 I 
冒 、．

.^ 
し
島
まむ

村
ら

利
と しか一ずさん I 久喜市あゆみの郷---�� r. 1 ·、 # .... 

1: '-'  ... 

題名 ： 『お と もだち』

1 I 胆訟如 新
あ ら

井
い た貴かみ道ち

さん I 久喜市いち ょ うの木

，

 

題名 ： 『美術館の絵』

7 5 

8 5 

1 2 5 

と ね が わ み よ こ

利根川 美代子さん 久喜けいわ

扉升 賃隠さん

桝藤 みや子さん

あ ら い たかみち

新井 貴道さん

久喜市いち ょ うの木

グループホーム清久

久喜市いち ょ うの木

1 2 7 
と ね が わ み よ こ

利根川 美代子さん 久喜けいわ

題名 ： 『アベ ッ ク 』

1 3 7 五藤 みや了さん グループホーム清久

※平成 2 9 年度キ ッ クオ フ展 「 う ふっ●埼玉で こんなのみつけち ゃ った P 」 及び第 8 回埼玉県障害者アー ト企画展

「 う ふっ●埼玉で こんなのみつけち ゃ っ た P 」 か ら 、 市内の福祉施設 ・ 事業所の利用者によ る作品を掲載 しま した 。
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第 2 次久 喜 市 障 が い 者 計 画

第 5 期久喜市障が い福祉計画

第 1 期久喜市障がい児福祉計画

平成30 (2018)年3月

〒346-8501 埼 玉 県 久喜市下早見 85-3
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（ リサイクル適性④）
この印刷物は、 印刷用の紙へ

リサイクルできます。

0この印刷物は、 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 （グリーン購入法）

に基づく基本方針の判断基準を満たす紙を使用 しており ます。

0 リサイクル適正の表示

この印刷物はAランクの資材のみを使用 しており 、 印刷用の紙に リサイクルできます。
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